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産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 許 可 証

住 所 埼玉県坂戸市大宇善能寺458番地

|々
lr茂套鉄癬覆甲言田淳

廃棄物の処理及―び清掃にF美]する法律第 14条第 1項|の1許可を受tナた者であるこ

許 可 番 号  01110018079

埼玉県知事 、大野 鏡
齋

日  令不日11年  5月 30目||

許 H に
習

年 月 日  令和 6年 !.6・月.28日

の 囲
の

り

くず

き類
保管

産
汚

(*

で

収集運搬 (積替え保管を含む。 )

業廃棄物の種類
泥 (*)、 廃油、廃プラスチック類 (*)、 紙くず、本くず、繊維くず、ゴムくず、
ガラスくず・コンクリー トくず (がれき類を除く。)及び陶磁器 くず (*)、

)、 ばいじん 以上 12種類
きる産業廃棄物の種類

が

(3)積替え

※

※

※

廃油、廃プラスチック類、木くず、金属くず、
ガラスくず・コンクリートくず (がれき類を除く。)及び陶磁器くず、がれき類
以上 6種類

産業廃棄物の種類に (*)表 示のある場合 を含み、表示のない場合は含まない。

銀含有 等を含み、
を含み

表示のない場合は含まない。
表示のない場合は含まない。蓮羮躍嚢場8弩磐髭:t孝ウ;嚢票2盪 2

場所ごとの積替え又は保管を行 う産
製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじ
限及び積み上げることができる高さ

2 べての場所の
に石綿

を含む。

寺字葛上458番
とおり。

当該

以上 1筆 (面積 1, 319,00ポ )に 限る。

３

　

　

４

の概要

許
‐
可の条件

収集運搬に伴 う保管は、2.に掲げる場所及び施設で行うこと。

の の

5.積替え許可の有無  無          |
※ 県内の政令市における許可の有無を記載 ―

6.規則第9条の2第 8項の規定による許可証の提出の有無
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5.8ポ 0, 9m
(屋外 ) (0.24ぽ
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10. 6ポ
11‐慢 外 )

1. 5m
(8.0♂

0∬
コンテナ

以上 1種類 0ミ ゴ
愚 ヽ

「
) m

(8.0だ )

が れ 1種類
if.5m

(屋外)

8.0だ
(8,0だ脱着式コンテナ×1個 )

工0.6ポ 1.5m
(屋外 )

8.0ポ
(8.0ポ脱着式コンテナ×1個 )

リー トくず (がれき類
くず 以上 1種類

10。  6ぽ 1. 5m
(屋外 ) (8.0ぜ脱着式コ 1個 )

8,0だ

ガラスくず 。コンクリートくず (が れき類
を除く。)及び陶磁器くず 以上 1種類

10. 6♂ 1.5m
(屋外 ) (8.0ポ

を除く。)及び陶磁器くず、がれき類 以
きス ・ コ ン

2
1 m

1. 5m
(屋外 ) 個 )

プラスチッえ報戦とき要類 0.6だ 1. 5m
コ ン テナ×1個 )

m

1. 5m
(屋外 ) (8,0♂脱着式コンテナ Xl個 )

8.0ぽ
Fラ彰 ラ響 とpr彗響

ミヽ

ぐずェ以上 1種類 i 10. 6ポ 1. 5m
(屋外 )

8.0だ
(8.0ボ脱着式コンテナ×1個 )

言午可番号  01110018079
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